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1.は じめ に

都市の公共空間に設置された屋外彫刻 は一般

的にパブリックアートとよばれるが,「都市の公共性

とは何か」という問いから普遍的な現代芸術表現と

してのパブリックアートを発展させたアメリカの取り

組みを「地域 固有の文化を具現化 するパブリック

アート」という視点から評価する時,公 共性 を有す

る都市空間に個人的な芸術表現といえる屋外彫

刻を設置する根拠やその外部性を財政学的にど

のように位置付けることが可能なのだろうか.Dこ う

した地方公共財としてのパブリックアートに注 目し,

その外部性 を財政学的 に考察することが本論文

の第一の研究 目的である.な お,理 解を深めるた

めに「都市の公共空間に設置され た」「政府 資金

を主たる財源とする」に議論を限定する.

戦後,わ が国の地方自治体が,約 一万点以上の

パブリックアートを設置してきたことは以外 に知ら

れていないが 〔竹 田(1995),98ペ ージ〕,それら

の多くは公園や道路脇に裸婦像を中心とした多数

の小規摸な作品を設置し,自 主財源と国からの各

種補助金 ・地方交付金で賄われる場合が多い2).

それ に対して,欧 米では抽象的で巨大な作品が

主流であるが,そ の財源にっいては,中 央政府主

導,地 方補助金と自主財源の混合,地 方財源 の

みという具合に実に多様である3).こ うした現状に

オーツの『財政 的連邦主義』の文脈を照らし合わ

せると,都 市におけるパブリックアート整備 に関す

る中央政府と地方政府 との財政機能の分担という

第二の論点が設定可能となるだろう.さらに,三 番

目の論点として,現 在の地方政府を構成する官僚

組織が,地 域の固有価値を具現化する際の前提
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となるべき「住民の多様な選好の把握」に不向きな

システムである点に注 目し,多 くの地方政府 がパ

ブリックアート整備に失敗した原因をピラミッド型の

官僚組織にもとめてみたい.

本論文の構成は以下のとおりである.は じめに,

アメリカにお けるパブリックアート発展の歴史的経

緯を概観し,連 邦政府と地方政府がその財政機

能を分担してきたことを明らかにする.つ づいて,

財政機能との関係から,地 方公 共財としてのパブ

リックアートを検討する.そ の際,地 域住民の選好

をより反映しやすい地方政府がパブリックアートの

供給を主体的に担う根拠を示すと同時に,補 助金

交付や全国的な法整備を用いた連邦政府の支援

についても,そ の一定の合理性を明らかにするっ

もりである.最 後に,地 方公共財 としてのパブリック

アー トの問題点とその将来展望を述べるが,ま ず

は,一 連の議論に入る前に,ア メリカにおけるパブ

リックアート発展の歴史を整理しておこう.

π.ア メリカにおけるパブリックアート発展 の

歴史的背景

1960年 代といえば,パ ブリックアートを含めたアメ

リカ現代芸術が確立した時期であるが,こ の時期

にアメリカでパブリックアートが発展 した要因として

は,① 人材面:先 進的な芸術分野に挑戦する若い

芸術家と彼らを支える芸術経営専門家の存在,お

よび両者を教育 ・訓練した高等教育制度の整備,

②民 間支援:実 験 的芸術に対する積極的な専門

評価とそれに伴う民間団体の財政支援,③ 公的支

援:地 方政府の主体的取り組みと連邦機 関の補助
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金交付という二段階の支援システム,④ 設置場所

の増加:都 市再 開発事業がもたらした公共空間の

増加 という4点に要約できるだろう.そのうち,① ②

については,む しろアメリカ現代芸術全体の発展

要因と認識すべきであるので,ま ずはここから議論

を進めることにしよう.

第一 の要因として,多 くの革新的な芸術家の存

在は指摘するまでもないが,同 時に彼 らを支える

芸術経営専門家(ArtManager)の 育成も無視で

きない.後 者にっいては,1960年 代後半から,全

米の経営学大学院に芸術経営コースが設置され

始めたが,そ の教育内容は美術館やコンサートホ

ールといった芸術表現の現場の運営とそこに芸術

補助金を交付する芸術支援機 関(非 営利団体や

公的機関)の 経営 とに大別される。芸術経営の重

要性がアメリカで認識されていた背景には,実 学

中心という高等教育の基本方向がうかがわれる.

さらに,各 州立大学の新設 ・拡充と安価な教育費

用の設定等,第 二次世界大戦後の専門教育の大

衆化の果たした役割 についても,単 に芸術家の育

成と芸術経営専門家の訓練にとどまらず,多 くの

鑑賞者の育成,す なわち消費者選好 の開発 にも

多いに貢献したと評価できる.

結局,生 産者,消 費者,両 者 の仲介機 関各々の

人材を育成する高等 教育システムがアメリカ現代

芸術の発展に大きく寄与したことは疑いのない事

実かと思われる.こうした人材 育成 の努力の結果,

1970年 代以降のアメリカ現代芸術家たちは,単 な

る都市の屋外彫刻から,パ ブリソクアートの概念を

ストリート・アート,ゲリラ・シアター,看 板,抗 議行

動,ポ スター,壁 画といった都市の公共空間にお

ける芸術表 現全般 に拡 張させた〔Raven(eds.)

(1993)p.1〕.ア メリカのパブリックアートの歩みを

振り返る時,芸 術経営の専門家を育成する専門教

育課程をわが国はいまだ十分整備していない点を

考慮すれば,日 米両国の人材育成 に対する努力

の差異は明らかである.

次に,芸 術家の実験的な活動を積極的に評価し

支援 する民間セクターの存在を第二の要因にあ

げておきたい。特に,国 内外の批評家や専門家が

実験的な現代芸術を積極的に認知し,そ の芸術

性を高く評価 したことに加 えて,こ うした専 門的評

価を信頼し,金 銭的な援助を続 けた非営利団体,

および背後でそれを支えた大企業の活動 にっい

ても,① 購 入した作 品を自らの建物に展示 したり

地方政府に寄付する,② 若い芸術家に奨学金や

報奨を供与する,③ 芸術専門の教 育機 関に財政

支援するといった手法を用いて,多 くの若い芸術

家を物心両面から支援 したのであった.ち なみに,

こうした企業や非営利 団体の活躍を背後で支えた

のは,ア メリカ独特の寄付金 に関する税控除シス

テムであることを付け加えておこう4).

ところで,東 西冷戦のピークを迎えた1960年 代に

アメリカ現代芸術はヨーロッパ伝統文 化からの脱

却と独 自の芸術表現の確立を果たしたといわれる

が,そ の発展要因に関連する歴史的背景として,

経済,軍 事面だけでなく,アメリカは芸術文化面に

おける国際的な優位性をも国 内外に誇示する必

要があったという側面にも触れておかなければな

らない.彼 らは,東 側 諸国に対しては,ア メリカの

中心的価値である「表現の自由」と資本主義経済

による都市発展を,西 側 同盟国および 自国民には

自由主義諸国のリーダーとしての高い文化水準を

誇示する必要があった.そ の意味では,ア メリカ現

代芸術の隆盛は東西冷戦の産物の一つとも位置

づけられる〔Wetenhall(1992)pp.142-157〕.つ

づいて,パ ブリックアート固有の発展要因に議論を

移そう。

2つ のパブリックアート固有の発展要因のうち,そ

の一はパブリックアート整備に対する政府 の積 極

的な姿勢があげられる.特 に主体的な役割を果た

した地方政府 では「都 市景観の整備」「地域住民

の選好開発 」という2つ の政策方向が設定された

が,い ずれの場合も地域 の歴史や文化に内在す

る固有価値の具現化を共通の目的としている.そ

して,制 度的には資本支出の1%を 自動的にパブリ

ックアート予算として計上する「1%f()rarts(1%事

業制度)」が導入された5)。

たとえば,「都市景観の整備」を目的としたパブリ

ックアート整備条例は,フ ィラデルフィア(1955),

98



地方公共財としてのパブリックアート

ニューヨーク(1964),ハ ワイ(1967)と いった州 ・都

市で制定されたのがその噛矢である.また,シ アト

ルは「視覚芸術を体験する機会を通して,全 ての

都市住民が地域社会や地元での生活をより理解

する能力をつける」目的で1973年 同条例を制定し

たが,現 代芸術 に関する地域住民の選好開発を

優先課題としており,もう一方の代表的な事例とい

えるだろう〔Shamash(1991)p.12〕.

一方 ,地 方政府の取り組みを財政支援する補助

金交付制度 は,連 邦レベルで構築されたが,ケ ネ

ディ政権下の公共施設管理庁(GelleralService

Administration=以 下GSA)に よる「芸術作品購

入のためのパーセント基金」(連邦政府施設建設

費の0.5%を その施設に設置す る芸術作品購入費

に充当する)の設立と1966年 に設立された全米芸

術基金(NationalEndowmentfortheArts:以

下NEA)に よる「公共空間における芸術作品設置

計画」がこれに該当する.前 者 はGSAが 直接指

名した芸術家 に連邦政府ビル の隣接地に作品の

設置を委託する制度であるが,パ ブリックアートの

発展に貢献した点は十分評価できる半面,政 府が

芸術家を選考する過程で,暗 に彼らを序列化 する

価値財的側面がうかがわれる6).後者については,

地方政府が推進するプロジェクトに補助金を交付

することを通して,パ ブリックアートの全国的な普及

に貢献したと高く評価されているが,NEAの 設立

自体に前述した東西冷戦の影響が読み取れる7).

最後に,連 邦政府の都市再開発政策がパブリッ

クアートの設置可能な公共空間を数量的に著しく

増加 させた点を指摘しておきたい8).こ の当時,

敷地の一部を公共空間として地域住 民や通行人

に提供する代償 に,容 積率を緩和 し建物の高層

化を促進する規制緩和が進められたが,そ の結果

得られた公共空間にパブリックアートを組み合わ

せることを通して,都 市開発業者は快適性を高め,

質の高い住居やオフィス,商 業ビルの整備を推進

した.別 の見方をすれば,都 市間の経済競争が厳

しいアメリカでは,都 市の個性化,差 別化のシンボ

ルとして快適な公共空間を求めるのは当然の帰結

であって,こうした規制緩和はより優れたパブリック

アートを求めるインセンティヴを各再開発業者 に植

え付 けたと思われる.

そして,優 れたパブリックアートの存在が都 市イメ

ージの向上に結び付くと仮定する時 ,① 売上税の

増収,② 都市人 口数の増加,③ 不動産価値=財

産税の水準 向上等,都 市財 政を安定化 させる効

果も予想され ることから,地 元経済界や地方 自治

体も同様のインセンティヴを有すると推察される.

余談になるが,こ うした文化的要素を都 市開発事

業に組み入れる手法は,1980年 代以降の国際的

な経済のサービス化に伴い,芸 術文化活動と都市

経済政策との結び付きを深めるきっかけとなったと

いえるだろう。さらに,現 在の欧米各都市で 「経済

政策としての文化政策」が推進されていることを勘

案すれば,1960年 代以来のパブリックアート整備

は都市文化政策の先駆けと評価すべきなのもしれ

ない助.

皿.財 政的連邦主義からみた

パブリックアートの位置づけ

前段で示した通 り,アメリカでは,地 方政府がパ

ブリックアート整備を主体的に担う半面,そ れ に対

する補助金交付や都市再開発事業の関連法整備

/補 助金交付の推進等によって,連 邦政府 系機

関が地方政府の取り組 みを支援していた点を示し

た.本 章では,議 論の焦点をパブリックアート整備

における中央政府 と地方政府との財政機能分担

にあわせる.そ こでは,オ ーツの財政的連邦主義

(FiscalFederalisln)の 概念とパブリックア・・一一Lトが

もたらす正の外部性とを照らし合 わせ,パ ブリック

アートの公共財的側面と混合財的な側面を明らか

にすることが主要な検討課題となるだろう.議論を

進める準備として,オ ーツの財政的連邦主義を概

観しておこう.

3.1財 政的連邦主義と地方分権

現代財政の基本的機能を「資源の最適配分」

「所特再分配」「経済の安定化」と位置付ける時,

中央政府と地方政府との間における各財政機能
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の役割分担が財政的連邦主義理論の主題である.

これに関して,オ ーツは単一形態の中央政府と分

権 的な地方政府 を比較し,公 共部門の適切な分

権化の可能性を考察した.

経済の安定化については,中 央政府のほうが地

方政府よりも優れているとオーツは位置づけてい

る.な ぜなら,中 央政府 による経済の安定化政策

は一定の有効性が認められるのに対し,独 自通貨

発行にともなうインフレの危険性,地 域経済に占め

る他地域との関係の深さ,それにともなう乗数効果

の低下,発 行した地方債償還時に所得が地域外

に流 出する可能性 等,地 方政府 独 自の財政 ・金

融政策にはいくつかの問題点が見受けられるから

であった.ま た,所 特再分配 に関しても同様であっ

て,あ る地方政府だけがより平等な所得分配政策

を実施する時,個 人の自由な移動を考慮すれ ば,

裕福な人 々は他地域 へ流出する一方で,多 くの

貧 困者が流入することが予想されるので,所 得 再

分配政策の有効性は低く,その地方政府は厳しい

財政状況 に追い込まれることが容易に理解できる

〔Oates(1972)pp.6-8〕.

最後 に,資 源 の最適配分 のうち,全 国民が同程

度に欲する公共財に関しては,中 央政府による供

給の方が有効であると思われる.そ の理 由として

は,分 権的な意思決 定をする地方政府がこの役

割を担った場合,地 域住民はできるだけ少ない負

担を望みがちなので,公 共財の過少供給に陥るこ

とが推察される.逆 にいえば,個 人 の多様な選好

を集合 的に把握 し,特 定地域の住民だけに便益

が及ぶ地方公共財供給 に関しては,単 一形態 の

中央政府には不向きであると推察されることから,

この役割を地方政府が担うことが望ましいと考えら

れる.さ らに,分 権的地方政府 による地方公共財

の供給に関して「周辺の地方政府 に波及し,結 果

的に公共財生産の実験と革新をもたらす」「支 出

の決定が実質的な資源費用とより直接的 に結 び

付けられる結果,地 域における公共的意思決定が

改善され,費 用負担の自覚を前提とした事業計画

の決 定 が進 め られ る」とオー ツは述 べ ている

〔Oates(1972)pp.8-13〕.結 論的に言えば,中

央集権的な単一政府 と分権的な地方政府とを比

較したオーツは,経 済効率の観点からみた各々の

長所と短所を明示し,そ の機能分離の合理性を示

したのであった.そ れでは,こ の視点に立って,地

方公共財とみなされるパブリックアート整備の財政

学的分析を進めよう.

3.2パ ブリックアー トに お け る

公共財的側面の検討

わが国の実例から,竹 田はパブリックアート整備

の 目的を「景観形成」「地域の特色の表現」「文化

振興」に3区 分しているが,パ ブリックアートによる

社会的便益は地域全体に共通の利益をもたらし,

必ずしも,個 人消費を前提 としない 〔竹 田(1993)

48～49ペ ージ〕.その意味では,都 市空間の公共

性を反映する芸術作品であるパブリックアートの設

置 自体に公共財 的な性質がうかがえるlo).これ は

パブリックアート生産がもたらす外部性とみなされ

るが,今 回は「a.新たな芸術表現の革新」、「b.共

同体のシンボルあるいは地域社会のイメージの設

定」に二分し,順 に検討する.

第一に「芸術表現上の革新」が想定されるが,こ

れ は分野ごとに細分化された芸術表現を都市空

間で再統合することを指す.こ の目的で,あ る地方

政府 が単独でパブリックアートを奨励したと仮定す

ると,その結果生ずる「芸術表現上の革新」は典型

的なスピルオーバーを発 生させ,そ の恩恵は全国

的あるいは国際的に広がることが予想される.した

がって,地 方政府 単独 での資源配分はきわめて

不効 率であって,こ の外部性 だけを期待するので

あれば,パ ブリックアートの公 的整備 は中央政府

が担う方が望ましい.ま た,鑑 賞する側の立場から

みても,「最先端の芸術表現を地元で鑑賞する」と

いう地域住民の選好もその費用負担 に見合うほど

存在 しない可能性 が高い.結 論的にいえば,「芸

術表現上の革新」だけに依拠したパブリックアート

整備 は地方政府 の役割 と認められず,地 方公共

財 にはなじまないことがわかるだろう.

第二に,「市民意識づくり」あるいは 「地域社会の

シンボル」という役割を期待 してパブリックアートを
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整備する場合を想定してみよう.同 じアイデンティ

ティを有する地域住民から構成される閉鎖的な地

域社会を仮定する時,各 個人の価値観 はきわめ

て接近していると予想できるから,全 員一致に近

い形で特定の作 品が選択されると思われる.した

がって,この仮定の上では,地 方政府が地域住 民

の選好に反しないパブリックアートを設置すること

は十分可能であるが,こ の場合 は地方公共財とい

うよりも,あ る種のクラブ財 と位置づけるべきかと思

われる.い ずれにしても,この仮定は現実的とはい

えないことから,開放的な地域社会を想定するティ

ボーの「足 による投票」概念を次に適用してみよ

う.

地域住民が異なる価値観を有し,自 由に居住地

を移転できると仮 定した上で,地 域社会のシンボ

ルたるパブリックアートを設置した場合,そ の作 品

を好まない人は居住地を離れる一方,地 域社会を

象徴するこの作品を気に入った他地域の住 民が

新たに転入する.これは 自らの選好 に合うパブリッ

クアートを各個人が選択した結果であって,あ たか

も市場で私有財を選ぶのと同様 に一定の効率性

を有していると思われる.しかし,この仮定に関し

ても,現 実の世界で居住地の移転費用は必ずしも

安価とはいえないことを思い起こせ ば,仮 定に無

理があると疑われてもしかたあるまい.現 実 には,

個別プロジェクトの中止は 日常茶飯事であって,

パブリックアート整備条例 自体を執行停止する事

例もアメリカでは見受けられた.こ の種の政府 の失

敗については,パ ブリックアート整備を推進する地

方政府とそれを好まない一部住民との間で,政 府

組織の官僚機構 に起因する情報の格差,あ るい

は納税者の真の選好と費用負担意思の非顕示が

もたらした結果と推察される11).少なくとも,地 域社

会のシンボルとしてのパブリックアート整備 自体が

個人の価値観を逆なでる不確実性を含んでいるこ

とに気付けば,「地方政府 による個人の選好の集

約とそれをふまえた集合的な選好の実現」という基

本的枠組み 自体に問題があることは明らかであっ

て,納 税者 の選好を所与としないアプローチが求

められていると考えるべきかもしれない.

3.3パ ブ リックア ー トに お け る

混合財的側面の検討

一方 ,パ ブリックアートは地域住民だれもが無料

で鑑 賞できる芸術作 品であるから,個 別の私人が

それを特に重視し,鑑 賞や 日常生活の対象とする

ことも多いにありうると考えられる.そ の際 「私人の

生活環境の改善」「(美術館やコンサートホールを

平常訪れない)低 所得者層や青少年の芸術選好

の形成」あるいは 「パブリックアートが集 客すること

に伴う地域経済への波及効果」等が想定されるが,

いずれもパブリックアートの消費がもたらす外部性

とみなされる12).そこで,本 項では,「C.パブリックア

ート整備 による資源の最適配分(都 市間の経済競

争に伴う資源の最適配分にあたって,私 的利益の

充足を促進する)」と「d.パブリックアート整備 による

所得再分配(私 的な利益 関心 に訴えて,芸 術文

化の享受機会を増やし,芸 術への選好を発展させ

ることによって,住 民の文化的な生活水準を向上

させ,現 在所得を再分配しなけれ ば得られない効

果を低所得者層への公 共サービス供給によって

実現する)」に関する検討をオーツの議論に沿う形

で進める.

資源の最適配分機能については,(中 央政府で

はなく)地方政府が地域住民の選好や価値観 によ

り接近したパブリックアートを整備することによって,

結果的に資源の効率的な配分に結び付くという見

方を最初 に示 しておこう.オ ーツは,地 方政府 が

中央政府よりも効率的に地方公共財を供給できる

要件の一つとして「(地方政府が)ある公共財の消

費水準を地域社会 の集合的選好 に調整すること

は,消 費者選好に適合した資源の最適配分に結

び付くので,経 済効率が高まる」と指摘したが,こ

の文脈から,地 域住民の選好をふまえたパブリック

アート整備 に関しては,地 方政府の方が望ましい

という推論が成り立っ 〔Oates(1972)pp.11-12〕.

また,都 市再開発事業 におけるパブリックアート

整備 に議論を限定すれ ば,芸 術 的に質が高く,

人々を魅了するパブリックアートの存在は,そ の都

市環境に好意を持った企業や居住者の転入を促

すだろう.こうした再開発手法の採用は,そ の区域
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の地価を相対的に高 め,他 都 市の事業 との差別

化 に成功する可能性を秘 めているだけでなく,新

規雇用や地域経済への波及効果等も期待できる

かもしれない.そ して,一 地 区でこれが成功すれ

は,都 市間の経済競争に直面した他の地方政府

にも人々を魅了す る作 品を投入するインセンティ

ヴが働き,各 地で魅力あるパブリックアートを含 ん

だ都市再開発事業が展 開される可能性が残され

ている.これは都市再開発事業における資源の最

適配分機 能の一種と認められる.

ちなみに,この論点は「ある地方政府による革新

的な地方公共財の供給が,周 辺地域の地方政府

が同じ手法を採用することによって,結 果的に公

共財供給の効率性の向上を導く」というオーツの

指摘 と重なっている〔Oates(1972)p,12〕.実 際

に,1970年 代以降,都 市再開発におけるパブリッ

クアート整備が世界的な広がりをみせており,たと

えばマクナルティは都市開発を通じた都市イメー

ジの改善の重要性を指摘する13).個別 の作品がど

の程度地価の上昇に貢献したのかを実証すること

は容易ではないが,イ ギリスのアンケート結果から

も,都 市間競争 に生き残る戦略の一つとしてパブ

リックアートは認知 されていることがうかがえ,他 の

代替策よりも資源配分上の効率性が高い可能性

を秘めていることがわかるだろう14).

次に,パ ブリックアート整備における所得再分配

的な側面をとりあげるが,具 体的には,ふ だん芸

術に触れない青少年や低所得階層が無料で芸術

体験できる外部性を期待 できるかと思われる.そ こ

で,芸 術支援政策の最も重要な課題の一っに「教

育機 関による専門的訓練と作品鑑賞の体験を通

した個人の芸術選好の開発」を位置づけるピーコ

ックの主張を適用すれ ば,これは 日常生活空間に

芸術作品を鑑賞する体験を安価に提供する外部

性と理解 できるだろう15).さらに,低 所得者をその

空間から排除しないなら,パ ブリックアートによって,

中低所得階層の生活環境を質的に改善する効果

も期待できるかもしれない.しかし,一 見するとこの

点は「全国一律の所得再分配政策と比較した場合,

地方政府の所得再分配政策の効率性は一般 的

に低い」というオーツの見解 と食い違っているかの

ように受け止められる.同 様の見解 として,実 演芸

術支援政策の実証分析を試みたスロスビーらは,

移転所得の給付や現物 支給と比べた場合 に「芸

術文化に対する個人の選 好開発を通 した所得再

分配の非効率性」および 「芸術文化に対する選好

開発の第一義的な責任は地方政府 にはなく,中

央政府の教育政策が担うべきである」と指摘してい

る〔ThrosbyandWither(1979)pp。187-191〕.

こうした見解 は,所 得再分配を単なる所得金額

の平準化と捉えた上の論点といえるだろう.しかし

ながら,パ ブリックアートを地域の固有価値を具現

化する地方公共財と位置付け,所 得や教育の階

層によって,地 域文化の固有性を享受する能力の

格差が地域社会で生じている点を課題とみなすな

らば,そ れを是正するという意味での所得再分配

というのは十分可能ではないかと思われる.ス ロス

ビーらの論考は単に各家計収入の格差是正に芸

術支援政策の外部性が貢献する余地は少ないこ

とを述べているに過ぎず,こ こでは,パ ブリックアー

トによる所得 再分配政策を「地域の固有価値を把

握する基礎 となる個人 の選好 開発の際に発生す

る機会費用を安価にする」と位置付けておけば,

その可能性 は十分認 められるのではないだろう

か.

最後に,シ ュスターが提示した都市文化政策の6

っの基本方 向を適用して,今 回議論 した地方公

共財としてのパブリックアートの多様な側面を整理

することにしよう.パブリックアー ト整備 による資源

の最適配分機能 は,シ ュスターの示した 「地域 内

への資源 ・資金 の誘 因」「芸術活動を含めた都 市

開発事業の推進」「地域経済開発 ・観光産業の促

進」に適合する.ま た,所 得再分配機能 は,彼 の

文脈では「地方財政の意思決定プロセスの啓発」

「草の根・コミュニティを基礎とした調査 ・企画の推

進 」に相当すると考えられる.そ して「芸術分野へ

の財政支 出の増加」に関しては,先 に紹介したパ

ブリックアート整備財源を自動的に確保する1%

fbrArt制 度が全米各都市で構築されたことが当

てはまる16).ち なみ に,前 項でパブリックアートの
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公共財的側面として示した「芸術表現上の革新」

「地域イメージの設定」は,必 ずしも個人消費を前

提としないことから,ある種の地域住民の選択需要

に基づく政策とみなされ,都 市文化政策の範疇に

はいるか否かは議論が分かれるかと思われる.

3.4パ ブリックアート整備の財政問題

これまでの検討から,地域住民の選好をより反映

しやすい地方政府がパブリックアートの供給を担う

正当性をいくっかの要素から示すことができた.そ

の半面,地 方公共財としてのパブリックアートの将

来課題として「価値財供給としてのパブリックアート

が抱える危険性」「多様な住民選好の集合的把握

を前提とすることの難しさ」の2点 が見受けられた.

はじめに,政 府主導のパブリックアート整備をある

種の価値財供給とみなす時,そ れが行き過ぎると

民主主義体制そのものを危機 に陥れる可能性 に

ふれておきたい.

確かに,都 市開発に関する規制緩和や個別プロ

ジェクトに対する補助金等,中 央政府が地方政府

の取り組みを援助する理論 的根拠 はオーツの議

論からも認められたが,住 民の多様な選好 を均一

な欲求として位 置付けがちな中央政府がパ ブリッ

クアート整備を担う時,民 主主義体制の崩壊や全

体主義国家 による思想統 制に結び付 ぐ危険性が

そこに含まれている17).中央政府 による均一的な

価値財供給としてのパブリックアート設置政策が大

衆運動を巻き起こした結果,多 数派による少数意

見の圧殺を促したという1930年 代 の欧州 における

一連の歴 史的事実を思い起こせ ば
,そ の危うさを

充分認識できるだろう〔美術手帳編集部(1993)81

～94ペ ージ〕.ナ チスによる古典主義的ドイツ芸術

の称揚に伴う理想 的人物像の巨大彫刻設置,お

よび表現主義やバウハウス等の 「退廃芸術」の排

斥,ム ッソリー二に支持されたイタリアの芸術家グ

ループによる「壁画宣言」(芸術を人民に奉仕させ

る政策のもと芸術は社会的機能をもっ),「芸術は

民衆の思考,感 情,概 念,夢 等を同化する」とする

ソビエト連邦の国家的文化政策による大型野外彫

刻設置等がその代表的事例である.

もう一つの課題 とは,地 方政府が(パ ブリックアー

ト整備 を含 めた)地 域住民の精神的な充足を支援

する行政サービスを推進する時,ど のように多様な

住民の価値観 ・選 好を集合的に把握 し,政 策とし

て反映すれ ばよいのかという論 点である.特 にパ

ブリックアートに対する住民の集合的な選好把握

にっいては,社 会政策や経済政策と異なり,既存

の統計資料は参考 にならず,新 たな調査も莫大な

費用が見込まれる上に,必 ずしも住民の真の選好

が顕示されるとは限らない.と なれ ば,そ れを集合

的に把握するなんらかのインセンティヴを組み込

んだ具体的施策を私たちは模 索す る必要がある

のではないだろうか18).

この問題 に関連 して,ピ ラミッド型の官僚機構シ

ステムそのものが住民の集合的な選好を把握する

障害となっている可能性 にふれておきたい。「ピラ

ミッド原理=職 能別 の分業」を前提とする現在の地

方政府組織は,同 質的な公的欲求を効率的に具

現化するには適しているものの,多 様な住 民の価

値観 ・選好を集合的に把握するには不向きな組織

形態であり,そのインセンティブも十分持ち合わせ

ていないと考えられる19).別の見方をすれば「下か

ら上への報告と上から下への命令という連鎖」で各

階層が結び付いている官 僚機構は,市 場競争 に

直面する企業と異なって,社 会環境の変化に瞬時

に対応することにも不 向きである.地 方政府 が効

率的に地方公共財を供給できる根拠の一つとして,

オーツは 「多様な地域住民の選好を把握し,事 業

に反映させる利点」を強調したが,そ の把握方法

には全く言及しなかった.実 際に,多 くのパブリッ

クアート整備の現場では,「独 善的に芸術家を選

考し制作を委託する」「周辺地域住民に十分な事

前説明をしないまま,作 品を設置する」等,地 方政

府は時として上位者として傲慢にふるまいがちで

ある.

さまざまな制約のなかで,実 際に作 品を提供す

る芸術家の能力を最大限引き出すこと,お よび作

品を受け入れる地域住 民の集合的選好を把握し

作品に反映させることをパブリックアート整備 にお

ける地方政府の果たすべき役割 と認識する時,残
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念ながら,現 実にはその水準まで達していない場

合が多く見受けられる.「住民の多様な選好の集

合的把握1という政策課題から触発された地方 自

治体経営論に関しては,別 稿で詳しく議論 したい

と考えているが,こ の問題の核心は「ピラミッド原理

を基礎とする政府組織がパブリックアートを芸術家

に発注し,地 域住民に押し付ける」という上からの

委託業務形式を取り止め,地 方政府,地 域住 民,

芸術家という三者のポリエージェントな関係を構築

し,「意味の共有化ネットワークの形成 としてのパ

ブリックアート整備」へ転換できるかどうかにかかっ

ている20).

その実現に向けては,納 税者の学習による財政

制御の可能性にもふれておかね ばならないだろう.

本論でも,価 値財としてのパブリックアートの問題

点を指摘したが,こ れを避けるためには,(1)納 税

者の判断の基礎となる個人の選好・価値基準を開

発する機会を社会的に保障する,す なわち学習し

つつ発達する個人の存在を財政理論に組み入れ

ること,(2♪少数者に価値基準を押し付けないよう

な,満 場一致で「互いの個性を生かしあえる」雰囲

気づくりの二点が必要条件かと思われる〔池 上;

1990,1996参 照〕.

1V.ま とめ

今回の検討を通して,序 章で設定した論点は以

下のように明らかになった.パ ブリックアートの外部

性をめぐる議論では,パ ブリックアートの供給によ

る資源 の最適配分機能と所得再分配機能を示唆

した.ま た,中 央と地方政府との役割分担につい

ては,人 材育成や法律の整備,民 間支援の土台

作り,補 助金 の交付 等,中 央政府の役割が一定

程度認められる半面,オ ーツの議論を基礎 にして,

地域住 民の選好を反 映するパブリックアート整備

には地方政府 が主体的に関わることの重要性が

認 められた.こうした成果をふまえてみれば,地 方

公共財としてのパブリックアートの可能性は高く評

価できるだろう.

しかし,す べてのパブリックアートで 「地域文化の

固有性」と「現代芸術の抱える普遍的な芸術性」と

のバランスをとることは決して容易なことではない

だろう.ある地方政府で成功した理想的なパブリッ

クアート整備制度を別の地方政府が導入 しても,

その運用は非常に困難であって,多 くの地方政府

がパブリックアート整備 に失敗 したことも歴史的な

事実である.そ の要因としては,1)地 域 の固有性

と国際的な芸術的価値との両方を調整し,具 現化

すること自体の困難さ,2)そ の上で,多 様な住 民

選好の把握とそれを作 品制作に反映させるノウハ

ウを地方政府が蓄積することの難しさの2点 を想 定

できるが,特 に後者に関して言えば,先 に検討 し

たとおり,ピラミッド型官僚機構を組織原則とする

地方政府は多様な住 民の選好を把握する機能を

有していない.地 域の固有価値と普遍的な芸術価

値を具現化するパブリックアートの実現を図るため

には,地 方政府の組織形態のあり方も視野に入れ

た検討を進める必要があるだろう。

それ以外の今後の研究課題 としては,政 府間関

係を視野に入れた芸術市場への政府介入に関す

る実証研究や都市空 間に設置されたパブリックア

ートからさらに進化 した仮想空間上の芸術表現と

政府との関係等があげられる.い ずれにしても,個

人的な価値観 の反映である芸術活動 と納税者の

選好 の反映を目指す政府活動との関係に関心を

抱いていきたい.

註
1)パ ブリックアー トとプ ライベ ー一一一トア ー トとの境 界線 は必

ず しも明確 ではない.た とえば,マ コナ シーは 「公 共体

(含む公 立美 術館)に 収 蔵 され た芸術 作 品は除 外 され

る.一 般 的 に は,非 営利 団 体(政 府 系,企 業 系 問 わ

ず)が 選 択,出 資 して地 域 住 民のため に創 作 した芸 術

作 品 を指 す 」とパ ブ リックアー トを定 義 づ けて いる.

McConathy(1987),p.13参 照.
2)若 桑(1996)は わ が国 のパ ブ リックアー トの特 徴 を 「裸

婦 像 」に見 い 出し,ジ ェンダー 論 の視 点 から議論 を進

めてい る.また,山 岡編(1994)は 各 作 品が設 置 され て

い る周辺 環 境 の状 況 に注 目し,「幸 ・不 幸度 」という指

標 からわ が国のパ ブリックアー トを調 査した.
3)パ ブ リックア ー トに 関 す る欧 米 間 の 差 異 は

,樋 口

(1990)(1996)の 巻 末 解説 に詳 しく述 べ られ ている.ま
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た,ア メリカのパ ブリックアー トの歴 史を都 市 開発 の視

点か ら概説 したものとしては,平 木(1993),欧 米 とわが

国 の現状 を平 易 に比較 解 説 した入 門書 としては 杉村

(1995)参 照.
4)芸 術 活動 に 関する税 控 除システムにつ いて

,芸 術支

援 政 策 の 欧 米 比 較 の 視 点 か ら論 じたも の として

Shuster(1986)参 照.
5)わ が国 にも

,この制度 を導入 している地 方 自治体 は多

数見 受けられるが,そ の大 半で は,本 論 文 で展 開した

芸術支 援政 策の論 点に触 れないまま,パ ブリックアート

を「公 共 施設 の 単なるメルヘ ンチックな装 飾 」と誤 解 し

ている.こ の議 論 に関連 した公 共 デ ザインの 「ディズニ
ーランド化 」の議論 につ いては

,中 川(1996)参 照.
6)連邦政府の価値財供給に関連して

,フライドは連邦
議会の入口や屋根に古代ローマ風彫刻が設置されて
いる点 に言 及 し,開 拓 時代 当時 の先 住 民 族 を虐 殺 し

た価値観 を反 映していると指 摘してい る.Fryd(1994)参

照.
7}NEAは ケネディ政 権 下で検討 され

,ジ ョンソン大統 領

が設 立 した政 府 か ら独 立 した芸 術 支 援 のため の基 金

である.NEA設 立 の背 景 には,ア メリカの首都 ワシント

ンに立地す る連 邦政府 ビル のデザインの劣 悪 さを改善

する 目的もあって,そ れ が全 米 各都 市 におけるパ ブリ

ックアート整備 へ の補助金 給 付 に結 び付 いた点はユニ
ークとい えよう.詳 しくはWetenhall(1992)参 照.ま た,

東西 冷 戦 が終結 した1990年 代 に入 って,連 邦議 会 で

何度もNEA廃 止 が提 唱 され た上 に,1994年 度 予算 が

約4割 削 減 され たことか らも,こ の見 方 は裏 付 け られ

る.
8)ア メリカにお ける芸 術 文化 施 設 を含 ん だ複 合 的都 市

開発事 業 につ いては,Snedocof(1985)参 照.
9)こ の分 野は 特 に1980年 代以 降研 究され は じめたが

,

そ の背 景 には1980年 代 初 め の慢 性 的 なスタグフレー

ションに伴 う都 市 製 造業 の衰 退 と都 市 サー ビス経 済 の

進 展 がうか がわれ る.た とえ ばPerloff(1979)参 照.都

市文化 政 策 に関す る経 済学 的なアプ ロー チを代表 す

る近年 の論 考 としては,BianchiniandParkinson(eds.)

(1993),EbertandKunzmann(1994),Zukin(1995)を 参

照.
lo)パ ブ リッ ク ア ー トの 公 共 性 に つ い て は

,

Robinette(1976)[千 葉 訳(1985)28ペ ー シ 参 照],

Selwood(1992)P.ll参 照.
1D先 進 地 の取り組 み をふ まえ

,長 期 的 にパ ブリックアー

トへ の市 民意 識 を高 めてきても,実 際 に作 品が設 置 さ

れ た,つ まり事 業 が完結 した時点 で反 対運 動 が起 こる

場 合 も 少 な くな い.こ うした 事 例 の 一 例 として

0℃onner(1992)参 照.
12)Robinette(1976)[千 葉 訳(1985)134～160ペ ー シ参

照]に 掲 載 され てい る1973年 の世 論 調 査 によれ ば,

78%の 回答者 が 「都 市環 境 にお ける野外 彫 刻 の利 用

が生活 の質の向 上に結 び付 いている」と答 えた.
13)McNultyetal

.(1985)Chapter4参 照.都 市イメージ

の改善 を地域 経済 開発 に結び 付 けた事例 として,ボ ル

ティモ ア,イ ン デ アナ ポ リス,ミ ネ ア ポ リス ー セ ン トポ ー

ル,ポ ー トランドが 紹 介 され て い る.ま た,彼 らは これ を
"AmenityInfrastructure"と 位 置 づ け てい る

.
14}こ の調査 によれ ば

,再 開 発 ビル に入 居した企業 の3

/4は 「企 業イメー ジや 社 会 的 地位 を再 開発 ビル が反

映している」,入居 企業 の62%が 「パブリックアー トが再

開発 ビル のイメージを高め ている,地 方 政府 の都 市 開

発 担 当者 の70%は 「パブリックアー トを推 進 している」と

回答 している.詳 しくはRobertsetal.(1993)参 照.
15)経 済 学で は一 般 的とされる「消 費者 の選 好や 嗜好を

所 与 と仮 定 した上 で消 費者 主権 原則 を適 用 する」点 に

関し,ピ ー コックは制約 の 強い仮 定 としてこれ を批判 し

ている.Peacock(1993)pp.122428参 照.こ の点に関

連 して,早 い段 階 から,彼 は 「芸 術 団体 へ の補 助金 交

付 」「芸術 団体 へ の寄付 金 に対す る税 控 除」「教育 によ

る芸衛 文化 へ の選好 や 嗜好 を能 力 開発す ることを通 し

て,芸 術 鑑 賞 に対す る所 得格 差 の是 正」の3点 を芸術

支援 政 策 の具体 的 手 法として指摘 していたことは 注 目

に値す る.Peac㏄k(1968)pp.8-14参 照.
16都 市 開発 と芸術 活 動 との関係 を論 じたシュスターは,

地 方政 府 が担 う都 市文 化 政策 の6つ の基 本 方 向を示

唆した.詳 しくはShuster(1988)pp.8-9参 照.
10ナ チスや 社 会 主 義 国 家 の芸 術 政 策 につ いては

,

Kay(1983)参 照.
18}公 共 政 策 に おけるニ ーズ把 握 の手 法 に関 して 「概

存の 情報 を分析 す る方 法」と「政 策 内 容 にあわ せ て新

たな情 報 を収 集 す る方法 」が想 定され るが,両 者 の比

較 につ いてはPortθous(1996)参 照.ま た,文 化 政策 に

対す る住 民 の選 好 顕 示 につ いては,様 々な情 報バ イ

アス が想 定 され るが,こ れ に 関す る実 証 研 究 として

ThrosbyandWither(1986)参 照.
19)牛 嶋(1988)は

,住 民 選 好 の均 一性 と多様 性 に注 目

し,前 者 に基づ く基本 的サ ー ビスと多様 な価 値観 に基

づ く欲求 に対 応 した選 択 的 サー ビスに 区別した上で ,

各 行 政 サ ー ビスの最 適 水 準 を議 論 して いる.牛 嶋

(1988)pp.19-24参 照.
20)企 業 活 動 に お け る組 織 論 として は

,高 木(1996),出

口(1996)参 照.ま た,ス トーカー らは 「ヒエラルキーか ら

ネットワークへ」という地 方 政府 の組織 原理 の移 行を提

言 してい るが,こ れ は地 方 政 府 を上位 とし,業 務 を遂

行 する企 業 や 非営 利 団体 を下 位 におく契約 関係 にす

ぎない.彼 等 の概 念 に高木 や 出 口の示 唆す るポリエー

ジェント概 念 を組 み込 む 必要 があるだろう.Stokerand

Young(1993)参 照.
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